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〇福岡市スマート申請で検索         
↓ 

 福岡市電⼦申請 - くらしのてつづき by Graffer 

もしくは、下記 URL および QR コード 

福岡市スマート申請 

〇下記 URL より 

https://ttzk.graffer.jp/city-fukuoka/smart-apply/apply-procedure-alias/tikamaichousa-suido/door 

【ＱＲコード】 
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１. 申請を開始する 

申請のトップページにある、「ログインして申請に進
む」または「メール認証して申請に進む」を選択して
進んでください。 
（対応ブラウザ：Microsoft Edge*・GoogleChrome） 

２. ログインして申請をする 

「 ログインして申請に進む 」場合は、Google でログ

イン、LINE でログイン、Graffer アカウントでログイ

ンする⽅法がございます。 

 〇メール認証して申請をする 

「メール認証して申請に進む」場合は、メールアドレ

スを⼊⼒し、確認メールを送信してください。

「noreply@mail.graffer.jp」より届くメールの URL

にアクセスし、申請にお進みください。 
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〇noreply@mail.graffer.jp からのメール対応について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇ＵＲＬからのアクセスについて 
 
  

 ※受信した URL にはｈが抜けているためｈを⼊⼒する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ※クリックしてアクセスする。 

 ※URL をコピーして貼り付け検索する。 
 
 
 
 

ttps://ttzk.graffer.jp/smart-apply/・・・・・・・ 

ｈttps://ttzk.graffer.jp/smart-apply/・・・・・・ 
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 電⼦申請⼿続きの⼿順について 

〇 福岡市電⼦申請画⾯で「⽔道」でキーワード検索 

〇 【⽔道】道路上の⼯事・設計に伴う地下埋設物調査についてを選択 
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※ もしこの画⾯にアクセスしたら 

※ 福岡市を選択→福岡市電⼦申請へ 
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⽔道局 HP へリンクする 

〇 申請リンクをクリックする。 

〇 利⽤規約の確認 



  【申請者】GRAFFER ログイン操作⼿順 

 

整備推進課管路情報係 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

申請途中で保存したところから再開 

〇 利⽤規約の確認 

〇 利⽤規約への同意、申請開始 
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※必須項⽬は必ず⼊⼒しないと進めない 

〇 ⼊⼒フォームより申請者情報の⼊⼒ 

〇 ⼊⼒フォームより申請者情報の⼊⼒ 

※区・丁⽬・番地を⼊⼒ 



  【申請者】GRAFFER ログイン操作⼿順 

 

整備推進課管路情報係 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇 ⼯事（申請）場所の位置図（PDF のみ最⼤容量４MB）をアップロード 

〇 ⼯事・設計図⾯（PDF のみ最⼤容量５MB）をアップロード 

※何枚もある場合はバインダー形式で登録 

⼯事図⾯№1〜№8.pdf 

⼯事位置図.pdf 

※⼯事申請場所が離れている場合や⾏
政区を跨ぐ場合などは各場所ごとに箇
所を追加してください。 
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※追加は 1〜9 件⽬まで 

〇 最⼤１０箇所分までアップロード可能 

〇 申請内容の確認 

申請内容の確認をして「この内容で

申請する」を押したら完了です。 

※申請内容の確認をして申請完了 

※⼯事申請場所が離れている場合や⾏
政区を跨ぐ場合などは各場所ごとに箇
所を追加してください。 
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〇 申請受付時のお知らせメール 

〇 処理完了のお知らせメール 

〇 交付物のお知らせメール 



  【申請者】GRAFFER ログイン操作⼿順 

 

整備推進課管路情報係 13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇 交付物の受け取り（ダウンロード） 

〇 交付物（受付証・⽴会協議確認書・配⽔管管理図・完⼯図・協議先案内位置図） 
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〇 ⽴会協議先に持参するもの 

【受 付 証】 

【⽴会協議確認書】 

【配⽔管管理図・完⼯図（A3 判）】 

② 浄⽔部（各浄⽔場、⽔管理課、設備課等） 
1） ⽴会協議確認書（兼相⼿⽅控）を A3 で印刷 
2） 印刷した協議書の網掛け（グレー）部分を記⼊ 
3） 事前に連絡し⽇程調整を⾏い協議先に提出 
4） ⽴会協議先と確認協議後、写しを受け取る 

① 管理図・完⼯図はすべて A3 判で印刷 

② ⽴会協議先に印刷持参し協議する 

【⼯事内容がわかる資料】 

① ⼯事個所位置図 

② 設計図書 

③ 仕様書 

④ ⼯事図⾯（仮設図など）A3 判 

⑤ ⼯事内容がわかる⽅が来庁 
① 保全課⽴会協議 

  ⽴会協議確認書は保全課窓⼝で記⼊します。 

⽴会協議先に印刷持参し協議する 


